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様式第１号　別紙１
卵子凍結支援事業費補助金　
交付申請額及び実績報告額　算定表
　
　　
	受診等証明書の【領収金額】
	　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　
	1 

	［院外処方の場合］
薬の領収金額合計
（添付した領収書の合計額）
※院内処方の場合は①の受診等証明書【領収金額】に薬代が含まれているため記載不要です。
	　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　
	2 

	補助対象経費
［1 ＋②］
	1 ＋ ② ＝     　　　　　　　　　　　　円　
	3 

	補助率：７／１０
[③×７／１０]
	③× ７／１０ ＝　　　　　　　　　　　　　円
	④

	補助上限額
	２０万円
	⑤

	交付申請額及び
実績報告額
	④と⑤を比較して少ない方の額
（ １円未満切り捨て ）

                            円
	6 



○提出期限：医療行為が終了した日の属する年度の３月３１日までです。
[bookmark: _Hlk176793417]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※３月３１日が土日祝日の場合には、その直前の平日を提出期限とします。

　　【注意事項】
　　　医療機関が記載する『卵子凍結支援事業受診等証明書（様式第２号）』等の添付書類の提出期限についても３月３１日までとなります。
◎証明書の取得には数週間かかる場合がありますのでご注意ください。
　※年度末に医療行為が終了した場合、３月３１日までに証明書の発行が間に合わず
申請できないおそれがありますので、計画的に実施してください。

○採卵前に中止した場合は補助対象外となります。

［ 裏 面 ］

《対象者》
　　　
次に掲げる①から⑥までの要件を全て満たすこと。

1 県が指定した卵子凍結に関するセミナーを受講し、修了した者であること。
2 採卵を実施した日における対象者の年齢が１８歳以上４０歳未満であること。
3 公益社団法人日本産科婦人科学会に『体外受精・胚移植に関する登録施設』及び『ヒト胚及び卵子の凍結保存と移植に関する登録施設』として登録されている医療機関において医療行為を実施すること。
4 交付申請時において山梨県内に住所を有すること。
5 凍結卵子の売買、譲渡、その他第三者への提供を行わないこと。また、海外への移送は行わないこと。
6 補助を受けようとする医療行為について、他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の対象とならないこと。
　　　　

